
別表第十二への採用を検討するJIS一覧　 (2022年11月電気用品調査委員会審議）

A.　別表第十二への採用を検討するJIS一覧（JIS発行後）

改正基準番号 整合規格（JIS等）
対応IEC規格
（統一表記）

表題 現行基準番号 現行本文
現行基準
の有効期

間等
雑音

1
J61084-1
（202X)

JIS C 8471-1
（2022）

IEC 61084-
1:2017（Ed.2.0）

電気設備用ケーブルトランキングシステム及び
ケーブルダクティングシステム－第1部：通則

J61084-1（H14）

JIS C 8471-1:2000、
IEC 61084-1(1991),
Amd.No.1(1993)に対応

3年
規格
適用
なし

設備学会

2
J61084-2-1
（202X）

JIS C 8471-2-1
（2022）

IEC 61084-2-
1:2017（Ed.2.0）

電気設備用ケーブルトランキングシステム及び
ケーブルダクティングシステム－第2-1部：壁及び
天井に取り付けることを目的とするケーブルトラン
キングシステム及びケーブルダクティングシステム
の個別要求事項

J61084-2-1（H14）
J61084-3-1（H30）

JIS C 8471-2-1:2000、
IEC 61084-2-1(1996)に対
応
JIS C 8471-3-1:2017

3年
規格
適用
なし

設備学会

3
J62368-1
（202X)

JIS C 62368-1
(2021)及び追補

1(2022)

IEC 62368-
1:2018（Ed.3.0）

オーディオ・ビデオ，情報及び通信技術機器
－第 1 部：安全性要求事項

J60065(2019),J609
50(H29)
J62368-1(2020)

JIS C 6065:2016＋追補１

(2019)、JIS C 6950-
1:2016、
JISC62368-1:2018＋追補

1（2019）

注＊
表2を
適用

JBMIA

注 ・J60065(2019),J60950(H29)については、基づくIEC規格の廃止時期が明確になっていないため、廃止時期は現在決定できない。そのため、IECの情勢を見て別途提案とする。

・J62368-1(2020)(JISC62368-1:2018＋追補 1（2019）)については、基づくIEC規格の廃止時期が明確になっているため、通常の有効期間（3年）とする。

B. 別表第十二への採用を検討するJIS一覧（小委員会承認後）

改正基準番号 整合規格（JIS等）
対応IEC規格
（統一表記）

表題 現行基準番号 現行本文
現行基準
の有効期

間等
雑音

1 J60400
（202X）

JIS C 8324
(202X)

IEC
60400:2017+AM
D1:2020+AMD2:
2022

蛍光灯ソケット及びスタータソケット J60400（H29)

JIS C 8324:2017、
IEC 60400(2008),
Amd.No.1(2011),
Amd.No.2(2014)に対応

3年
規格
適用
なし

JLMA

2
J60947-1
（202X)

JIS C 8201-1
（202X）

IEC 60947-
1:2020（Ed.6.0）

低圧開閉装置及び制御装置－第1部：通則 J60947-1(2020)

JIS C 8201-1:2020、
IEC60947-1(2007),
Amd.No1(2010),
Amd.No.2(2014)に対応

引用して
いる製品
規格によ

る

この
規格
を適
用

JEMA技術

3
J60335-2-32
（202X)

JIS C 9335-2-32
（202X）

IEC 60335-2-32
(Ed.5.0)：2019

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
第2-32 部：マッサージ器の個別要求事項

J60335-2-32(H30)

JIS C 9335-2-32:2018
IEC 60335-2-32(2002),
Amd.No.1(2008),
Amd.No.2(2013)に対応

3年
表2を
適用

HAPI

4 J60335-2-60
(202X)

JIS C 9335-2-60
（202X）

IEC 60335-2-60
（Ed.4.0）：2017

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
第2-60部：渦流浴槽機器，渦流スパ及びこれらに
類する機器の個別要求事項

J60335-2-60 (H30)

JIS C 9335-2-60:2017
IEC 60335-2-60(2002),
Amd.No.1(2004),
Amd.No.2(2008)に対応

3年
表2を
適用

HAPI

5
J60335-2-J7
（202X)

JIS C 9335-2-207
（202X）

対象となる国際規
格は無い

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
第2-207 部：水電解器の個別要求事項

J60335-2-J7(H30) JIS C 9335-2-207:2018 3年
表2を
適用

HAPI

6
J60335-2-J9
（202X)

JIS C 9335-2-209
（202X）

対象となる国際規
格は無い

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
第2-209 部：家庭用電気治療器の個別要求事項

J60335-2-J9(H30) JIS C 9335-2-209:2018 3年
表2を
適用

HAPI

7 J60335-2-J10
(202X)

JIS C 9335-2-210
（202X）

対象となる国際規
格は無い

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
第2-210部：家庭用電気磁気治療器の個別要求
事項

J60335-2-J10 (H30) JIS C 9335-2-210:2018 3年
表2を
適用

HAPI

8 J60335-2-J11
(202X)

JIS C 9335-2-211
（202X）

対象となる国際規
格は無い

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
第2-211部：家庭用熱療法治療器の個別要求事
項

J60335-2-J11 (H30) JIS C 9335-2-211:2018 3年
表2を
適用

HAPI

9 J60335-2-J12
(202X)

JIS C 9335-2-212
（202X）

対象となる国際規
格は無い

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
第2-212部：家庭用吸入器の個別要求事項

J60335-2-J12 (H30) JIS C 9335-2-212:2018 3年
表2を
適用

HAPI
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